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川崎市シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画（ガイドライン）（案）【概要版】

川崎市シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画について

【基本方針】
①川崎は、個々に特⾊のある地域、また市⺠・事業者等による多種多様な取組や活動の集合体であるからこそ、

多⾯性のある魅⼒的なまちとなっており、この特徴を⽣かす。
②各地域の市⺠が“⾃分たちのまちとはどのようなまちか”と“川崎とはどのようなまちか”の両⽅を認識し、語

れるようになる。
③魅⼒発信は市内向け／市外向けともに重要であり、⾏政、市⺠、企業、団体など多様な主体が、それぞれの活

動の特徴を⽣かした発信を⾏うとともに、相互が連携して実施する。
【目標】
●⽬標１ 市⺠の「川崎への愛着･誇り(シビックプライド)」の醸成
●⽬標２ 川崎の対外的な認知度やイメージの向上

第1章 第2次推進実施計画（ガイドライン）の取組の結果・検証
１ ブランドメッセージを活用した取組

・学校の出前授業や各図書館と連携したブックフェアの実施、アートプロジェクトとの連携
・⺠間と連携したポスター及び動画の制作や公共交通機関等への掲出 等
・ロゴ認知度 平成29年度 59.5％ → 令和３年度 87.9％に（都市イメージ調査より）

２ 市⺠、⺠間事業者等との連携
・都市ブランド推進事業（H30 R3 18事業）
・CM撮影協⼒（ロッテアイスクリーム「爽」）
・⺠間企業などとの協働プロモーション 等

３ 庁内広報・ＰＲ関係部門の体制強化
・広報マインドに働きかけるシティプロモーションチャレンジ研修の実施
・専⾨家を招いた研修 年間20回程度実施

４ メディアへのプロモーション
・記者クラブへの働きかけ強化、PR会社を通じたメディアとの関係強化

５ 都市イメージ調査・検証
成果指標として活用している都市イメージ調査の結果は次のとおり
●⽬標１の指標 ①「シビックプライド指標」 ②「NPS（ネットプロモータースコア）」（推奨意向）

●⽬標２の指標 「隣接都市の川崎に対する評価（「よい」の割合）」

治安に関するイメージの深堀り調査
なお、川崎市に対するイメージとして「治安が悪い」が一定の割合で選ばれていることを本市の課題として捉

え、治安に関するイメージについて深掘り調査を実施
令和２年度調査からは、間接的な情報から治安に関するイメージを判断している⼈の割合が⾼いことや、「マ

ナーの悪い⼈が多い」ことが治安に関するイメージに悪影響を与えていると思う⼈の割合が⾼いことが判明

都市イメージ調査から⾒える課題
ア ブランドメッセージのロゴを知っていると答えた⼈の割合は87.9%に上る一⽅で、具体的な内容を含む川

崎市のブランドメッセージの認知度については32.1％にとどまる。→第２章２及び第３章１

イ 20 30代では、川崎市の情報を受け取るために利用している情報源はないとの回答が最多を占めており、
市の魅⼒や施策・取組等についての情報が届きづらい。 →第２章５及び第３章２(1) (2)

ウ 市の魅⼒に関する「キーワード」の実感度については、「参加と協働のまちづくりの推進」及び「環境技
術と再⽣可能エネルギー」について、市⺠の中で実感があると回答した⼈の割合が特に低い。
→第３章２(2)及び第４章１

エ 市全体のイメージとしては「治安が悪い」が一定の割合で選ばれている。 →第４章５

第2章 第３次推進実施計画（ガイドライン）の策定趣旨
新しい⽣活様式の定着により、“⼈が集まる場”で⾃然発⽣するコミュニティが形成されづらくなってきたこと

に伴い、より能動的に「参加したい」コミュニティを探す傾向や社会課題への関心が大きく⾼まるなど価値観が
変化している。

こうした社会の変化にいち早く対応し、第３次推進実施計画では、「共感」を重視したシティプロモーション
を展開していく。多様性をまちの価値としたブランドメッセージ「Colorʼs,future ! いろいろって未来。」が
様々なまちの活動に内在していることをプロモーションで表現し、市⺠と共に取り組むことで、「誰もが⾃分ら
しくいられることで、都市や⼈の可能性を広げる」社会を⽬指す本市への共感をあらゆる場⾯で喚起していく。

１ 計画期間
令和 ４(2022)年度 令和７(2025)年度 ４年間

２ キャッチフレーズ
ブランドメッセージへの共感を喚起

３ 関連する計画
川崎市総合計画第３期実施計画、川崎市シティプロモーション戦略プラン ほか

４ 施策推進のスタンス
(1)成果指標向上に関する施策の重点的な推進
(2)施策の企画段階からのプロモーション支援
(3)市⺠や⺠間事業者等と連携した取組の積極的なPR
(4)若者を意識したプロモーションの展開
(5)職員の広報マインドの向上

５ ターゲット
シティプロモーションを戦略的に進めるため、市内外を問わず幅広い年代に向けて、本市の魅⼒を広く発信

するほか、20 30代の若年層のシビックプライド指標及び隣接都市居住者からのイメージ評価が、ともに他の
年代よりも低い値で推移しているため、特に中心とするターゲットとして新たに「20 30代の若年層」を設定
し、重点的に指標の底上げを図ることで、市内外全体の川崎に対するイメージの改善及びシビックプライドの
醸成を⽬指す。

合わせて、「主な発信コンテンツ」に位置付ける各事業については、それぞれの事業に最適なターゲットを
設定した上でプロモーションを展開する。平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標

隣接都市 41.5％ 35.5％ 36.0％ 39.8％ 50％以上

平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標

①
愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り

5.4 4.8 5.4 4.7 5.4 4.7 5.5 4.9 7.0 6.0

②
居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪
-5.1 -5.4 -5.0 -2.1 -0.4 -0.7 1.8 3.8 20.0 7.0

キャッチフレーズを変更 
「共感」を軸としたストーリー性のあるプロモーションを展開

特に中心とするターゲットを設定 
より戦略的にプロモーションを推進

シティプロモーション戦略プラン第３次推進実施計画は、基本計画にあたる「シティプロモーション戦略プラン
（平成27年策定・計画期間 10年）」の実施計画にあたるもので、令和４ ７年度の４年間を計画期間としている。
【シティプロモーション戦略プラン】

 

 

資料１
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シティプロモーション戦略プランにおいては、⽬標を実現するために、「産業・研究開発」「⽂化芸術」
「スポーツ」「⾃然」「⽣活」の５分野を、重点的に魅⼒情報を発信する特徴的な分野として位置づけている。

【第３次推進実施計画期間内に重点的に発信するコンテンツの５条件】
ⅰ 川崎のイメージの⾻格を担うもの（⺠間や市⺠団体主体の事業を含む。）
ⅱ 事業主体が愛着や誇りの醸成、地域価値の向上などを掲げているもの
ⅲ 多様な主体との連携など、広がりや共感を⽣む仕組みを持つもの
ⅳ 「一番」「初めて」「最も」など新奇性、話題性のあるもの
ⅴ 主に若年層をターゲットとしたもの

【主な発信コンテンツ】
１ 産業・研究開発分野

・ウェルフェアイノベーション
・観光振興
・脱炭素社会の実現
・研究開発基盤強化
・商業振興
・農業振興

２ 文化芸術分野
・音楽のまち
・映像のまち
・各種周年事業
・全国都市緑化かわさきフェア
・市⺠の多様な⽂化活動の支援
・歴史・⽂化財の周知 等

３ スポーツ分野
・若者⽂化の発信
・ホームタウンスポーツ

４ 自然分野
・多摩川の利活用による賑わいの創出に向けた取組推進
・等々⼒緑地の⺠間活⼒導⼊による賑わいの創出や魅⼒向上の取組 等

５ 生活分野
・エンターテインメントホールや市役所新本庁舎完成など川崎駅周辺まちづくり
・小杉駅周辺まちづくり
・登⼾・向ヶ丘遊園駅周辺まちづくり
・地域の寺子屋事業、GIGAスクール構想の推進などの教育施策
・共⽣社会の実現
・総合的なケアの推進
・交通
・危機管理

６ 市制100周年の取組

第3章 シティプロモーションを構成する重要要素
１ ブランドメッセージの活用

(1)⺠間連携等の対外的な取組（ロゴマーク等の活用促進、ワークショップ等の開催、市内イベントへの出展）
(2)庁内の連携による取組（「多様性」をテーマとした施策との連動、100周年記念事業との連動）
(3)教育現場での取組（出前授業の実施等）
(4)広報物の作成（ポスター製作、グッズ製作、動画制作）

２ 協働・連携
(1)市制100周年に向けたスペシャルサポーター制度
(2)市⺠・市⺠活動、⺠間事業者との連携による情報発信
(3)鉄道事業者や近隣⾃治体との連携

３ 庁内体制強化

(1)メディアコーディネーターの活用
(2)職員ひとりひとりの広報⼒向上に向けて（研修内容の充実、広報の⼿引き、広報の基本⽅針の活用）
(3)広聴機能の充実

４ ソーシャルメディアの活用
ソーシャルメディアに関する知⾒向上による情報発信の支援及び強化

５ オウンドメディアの活用
市政だより、ホームページ、テレビ・ラジオ等の効果的な活用

６ マスメディアを通じた情報発信
記者会⾒や報道発表資料の提供を通じたマスメディアへの情報発信

川崎市シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画（ガイドライン）（案）【概要版】

定量的評価 都市イメージ調査によるシビックプライド指標、ネットプロモータースコア、
隣接都市在住者の本市イメージ

定性的評価 専⾨家・事業者・市⺠へのヒヤリング、アンケート調査⾃由回答欄
庁内推進体制 広報広聴主管会議において、プロモーションの内容、連携体制等について共有・議論を⾏う。

市政だより、TV・ラジオ、マスメ
ディア対応も追記し、メディア
ミックスによる効果的な情報
発信を実施

戦略プランに位置付ける５分野にプラスして、
市制100周年の取組の発信を強⼒に推進

６ 計画期間の取組の概要
第2次の取組結果を踏まえ、課題に対応するため、次の取組を関係部署、関係機関と連携して推進する。

(1) ブランドメッセージの理念を体感できるワークショップやイベント出展の実施、小学校教材等の作成によ
る子どもたちへの浸透を図る機会の創出

(2)  日常的に市政情報に触れる機会がない層にも届く情報発信
ア Twitterなどのソーシャルメディアの拡散⼒を⽣かした若年層へのアプローチ
イ 川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダースといったスポーツパートナーや、川崎市ゆかりのインフ

ルエンサー等との連携による、市域に一体感を⽣み出すコンテンツの発信強化
(3) 多様な主体が協働・連携している市⺠活動情報の発信及び環境技術と再⽣可能エネルギー等に代表される

本市が世界をリードする取組の発信
ア 市⺠・事業者等や他⾃治体との交流・連携の促進と市⺠活動や事業者の活動の情報発信
イ 量子コンピューターをはじめとしたディープテック分野の研究開発など、川崎から世界に放たれる先

駆的な取組の発信
ウ ものづくりのまちとしての歩みを⽣かした工場夜景や産業観光など、川崎ならではのポジティブな取

組の発信
エ 「脱炭素アクションみぞのくち」など脱炭素社会実現に向けた取組や「川崎国際環境技術展」、

SDGsの取組等のプロモーション支援による「環境先進都市かわさき」の発信
(4) 安全・安心に関する取組の積極的な情報発信及び都市イメージの向上に向けた戦略的なプロモーション

 計画策定のスケジュール 
令和４年２⽉ 総務委員会
令和４年３⽉ シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画の策定・公表
令和４年４⽉ シティプロモーション戦略プラン第3次推進実施計画の計画期間開始

第５章 評価手法・推進体制

第4章 主な発信コンテンツ

これまで4つの条件を設けてきたが、
第３次推進実施計画で重視する
「共感」を条件に加えるとともに、
「若年層向け」の視点を加え、５
条件として再整理
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シティプロモーション戦略プラン 第３次推進実施計画 

（ガイドライン）令和４～７（2022～2025）年度 

 
 

 平成 27（2015）年３月策定の「川崎市シティプロモーション戦略プラン」では、本市の持つ多彩

な魅力の活用や、行政・市民等の相互連携による魅力発信などを基本方針にしつつ、【目標１】シビ

ックプライドの醸成、【目標２】対外的な認知度やイメージの向上を目標に掲げています。 

３次にわたる推進実施計画は、これら２つの目標達成に向けた取組を、より具体的かつ実情に即し

た形で示し、シティプロモーションを推進していくために策定します。 

第１章 第２次推進実施計画（ガイドライン）の取組の結果・検証 

１ ブランドメッセージを活用した取組 

ブランドメッセージについては、平成28（2016）年7月の策定後、様々な媒体を活用し、また、

様々な機会を通じて、市民・団体・企業と協働でPR活動を行ってきました。 

《主な取組》 

・学校の副読本への掲載や学校での出前授業の実施 

・民間と連携したポスターや動画の制作及び公共施設、公共交通機関等への掲出 

・各種出展ブースでの体験型イベントの実施による来場者への直接の説明やPR 

・各図書館と連携したブックフェアの実施 

・川崎ルフロンと市立川崎小学校と連携したアートプロジェクトの展示 

 

ブランドメッセージの営利・非営利目的利用は、70 以上の企業・団体から申請されており、名

刺、広報物、商品・グッズでの使用などに活用されています。 

川崎市シティプロモーション戦略プラン 

【基本方針】 

 ①川崎は、個々に特色のある地域、また市民・事業者等による多種多様な取組や活動

の集合体であるからこそ、多面性のある魅力的なまちとなっており、この特徴を生

かす。 

②各地域の市民が“自分たちのまちとはどのようなまちか”と“川崎とはどのような

まちか”の両方を認識し、語れるようになる。 

③魅力発信は市内向け／市外向けともに重要であり、行政、市民、企業、団体など多

様な主体が、それぞれの活動の特徴を生かした発信を行うとともに、相互が連携し

て実施する。 

【目標】 

 ●目標１：市民の「川崎への愛着･誇り(シビックプライド)」の醸成 

 ●目標２：川崎の対外的な認知度やイメージの向上 
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本市のプロモーション活動としては、市内ヒップホップダンスチーム、ナノ医療イノベーション

センター、川崎フロンターレの中村憲剛さんの協力を得てブランドメッセージポスターを制作・掲

出したほか、市内各イベントへの出展やフォトブースの活用、ソーシャルメディアでの発信などに

より、ブランドメッセージの浸透を図りました。また、都市ブランド推進事業の選定事業者やスポ

ーツパートナーにもブランドメッセージの積極的な使用を働きかけ、幅広い周知につながりまし

た。 

そのほか、商業施設である川崎ルフロンでは、令和元

（2019）年度に「川崎ルフロン・アートプロジェクト」が

実施されました。このプロジェクトは、ルフロンのリニュ

ーアルに際し、多様な個性を認め合うことで、まちの可能

性を広げていこうというブランドメッセージの趣旨に賛

同いただき実施されたもので、川崎の子どもたちと共に川

崎の産業や芸術文化を発信していくことを目的として、

「100年後の川崎」をテーマとしたアートオブジェが制作され、ルフロン館内、その後は川崎市庁

舎等にも展示されました。こうした小学校や市内企業の連携による自主的な活用を広くPRするこ

とで、多くの市民がブランドメッセージに触れる機会となりました。 

令和３（2021）年度「都市イメージ調査」（令和３（2021）年11月5日～11月19日実施）の結

果によると、川崎市民の 87.9％がロゴを見たことがあると回答しており、認知度は着実に上昇し

ており、市民の目に触れる機会が増えているなどPR効果が確認できました。 

一方、ロゴのみではなくステートメントを含む川崎市のブランドメッセージについての認知度

については、32.1％という結果となっていることから、今後は、ブランドメッセージが表す意味に

ついても様々な形で市民に届くようPRを行う必要があります。 

 

２ 市民、民間事業者等との連携 

多様な主体が連携・協働して、川崎の魅力の発掘・創出や魅力情報の発信に取り組める環境づく

りを進めました。 

平成 28（2016）年度からは、市民や市内事業者からの提案を受け、本市の都市イメージの向上

につながる事業を支援し、市民の川崎への愛着と誇りの醸成を目指す「都市ブランド推進事業」を

実施しています。平成30（2018）年度～令和２（2020）年度はそれぞれ５事業を、令和３（2021）

年度は３事業を選定し、広報支援等を行ってきました。「都市ブランド推進事業」は平成27（2015）

年度まで実施していた「イメージアップ認定事業」と異なり、募集の際に新たにテーマ部門を設け、

そのテーマとしてきた「かわさきパラムーブメント」についての市民・民間事業者等と連携したプ

ロモーションを実施しました。シティプロモーション推進室が、市民や市内事業者と直接連携して

事業を推進する貴重な機会として継続してきた同事業ですが、令和２（2020）年度以降は、新型コ

ロナウイルスの影響から、イベントの縮小やオンライン実施が相次ぐなど、制度の目的を十分に発

揮できない状況が続いたため、制度の見直しに踏み切りました。今後は、さらなるシティプロモー

ション推進のため、個別事業にとらわれない幅広い民間連携を実施していきます。 
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また、令和元（2019）年度にロッテアイスクリーム「爽」のCM撮影が等々力陸上競技場で行わ

れ、市民文化大使でもある川崎市出身のスリーピースロックバンド「SHISHAMO」も出演した際には、

部活動に見立てた合奏イベントを企画し、全国から公募で高校生約 1,000 人が集結しました。CM

で「川崎市等々力陸上競技場」というテロップ表示がなされただけでなく、全国から川崎に集った

高校生に思い出を残すことができたことも、市のプロモーションにつながるイベントとなりまし

た。 

その他、「川崎のソウルフード」と称される「元祖ニュータンタンメン本舗」との協働プロモー

ションとして、ご当地ポテトチップスの連携した開発の取

組や川崎生まれの香辛子と元祖ニュータンタンメン本舗

とのコラボレーションの取組などについて、Twitter での

PRなどを積極的に行ったほか、著名人のYouTubeチャンネ

ルにおける川崎応援企画の支援や、南武線沿線自治体との

連携なども行い、多様な主体と連携したプロモーションを

行ってきています。 

《主な取組》 
・都市ブランド推進事業の実施 

（平成30（2018）年度～令和２（2020）年度各５事業、令和３（2021）年度３事業実施） 

・市民文化大使のSHISHAMOの出演するCM撮影に伴う、高校生対象のイベント実施 

・川崎のソウルフードと称される「元祖ニュータンタンメン本舗」との協働プロモーションの実

施 

・EXILE 松本利夫さんのYouTubeチャンネルにおける川崎応援企画の支援 

・川崎ゆかりの有名人やプロフェッショナルの出演協力を得た、コロナ禍の子どもたちを元気

付ける「メッセージfor Kids～川崎の子どもたちへ～」動画の制作・発信 

・南武線沿線自治体連携 

 

３ 庁内広報・PR関係部門の体制強化 

平成 28（2016）年度から人材育成担当部署（行政改革マネジメント推進室）と連携し、職員の

シティプロモーションの意識の向上を図ってきました。 

また、職位毎に必要な研修を位置付けた上で、研修を体系化し、職員の広報やPRに対する意識

の向上と、広報スキルの向上の二つの方向で働きかけてきました。 

意識の向上については、各局区で行う広報等に関する相談業務をメディアコーディネーターや

当室職員で受け付け、市の施策･事業の企画段階から積極的に支援を行いました。併せて、令和元

（2019）年度からは、より行き届いた市民サービス実践のために必要な意識醸成を、広報の視点か

ら働きかける「シティプロモーションチャレンジ研修」を室として実施してきました。参加対象と

する職位を絞らず、また、広報に携わったことのない職員も参加可能とすることで、あらゆる業務

に広報の視点や広報的な気づきを得てもらおうと開催し、令和３（2021）年度は約40人の職員が

参加し、広報への関心と意欲の向上につなげました。 
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広報スキルの向上については、メディアコーディネーターや当室職員が講師として、カメラ操

作、広報物制作、実践的な報道対応、ソーシャルメディア等に関する研修を、令和３（2021）年度

は 20 回程度実施し、「広報紙づくりの基礎が学べた」「カメラ撮影など実践的な内容で役立った」

等、受講者から感想が寄せられ、広報物のレベルアップ、ソーシャルメディアの情報掲載依頼件数

の増加等の効果がありました。 

 引き続きこうした取組を実施し、職員全体のシティプロモーションの意識の向上を図っていき

ます。 

 

４ メディアへのプロモーション 

本市記者クラブへの働きかけ強化、PR 会社を通じたメディア

リレーションの強化により、テレビメディアを中心としたパブリ

シティを多く獲得できました。令和２（2020）年度は、「ブランド

メッセージポスターの発表」などが紹介され、総掲載件数 968 件、

総広告換算額約 12.6 億円の露出を獲得できました。 

引き続き、本市の多彩な魅力や姿を様々な広報媒体を活用して市内外に戦略的に発信するため、

効果的・効率的な広報活動を展開するとともに、より高い費用対効果を得るための広報活動を行う

必要があります。 

 

５ 都市イメージ調査・検証 

シティプロモーション戦略プランの目標である「市民の『川崎への愛着・誇り(シビックプラ

イド)』の醸成」と「川崎市の対外的な認知度やイメージの向上」の達成に向け、プランの成果

指標の現状を確認し、魅力情報の効果的な発信に向けた基礎的なデータを収集・分析することを

目的として毎年度「都市イメージ調査」を実施しています。また、調査結果については、施策等

に反映させるために各局・区等に情報提供しています。 

(1) 定量的な評価 

本戦略プランの目標である「市民の『川崎への愛着・誇り（シビックプライド）』の醸成」、

「川崎の対外的な認知度やイメージの向上」の２つの達成に向け、以下の成果指標により、取

組の有効性を検証しています。 

ア 「シビックプライド指標」 

自分の住む市区町村に対し、６つの質問項目についての評価を１点（全くあてはまらない）

～10点（非常にあてはまる）の幅で尋ね、「愛着」、「誇り」のそれぞれ３つの質問項目の平

均値をそれぞれの要素の得点とします。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 

川崎市民 5.4 4.8 5.4 4.7 5.4 4.7 5.5 4.9 7.0 6.0 

令和２（2020）年度の調査では「愛着」の数値が20歳代4.8、30歳代5.1、「誇り」の数

値は20歳代 4.0、30歳代 4.2であり、令和３年（2021）年度調査では、「愛着」の数値が
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20歳代5.0、30歳代5.2、「誇り」の数値は20歳代4.3、30歳代4.4であり、特に若年層

において数値が低いことが判明しており、課題となっています。 

イ 「NPS（ネットプロモータースコア）」 

自分の住む市区町村に対する「居住」、「来訪」について、推奨意向を１（全く薦めたく

ない）～10（非常に薦めたい）の10段階で測定し、それを「推奨者」（８～10点を付けた

人）、「中立者」（５～７点を付けた人）、「批判者」（１～４点を付けた人）に区分して、「推

奨者の割合－批判者の割合」のスコアを計算することにより算出します。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 

川崎市 -5.1 -5.4 -5.0 -2.1 -0.4 -0.7 1.8 3.8 20.0 7.0 

区集計 -0.1 -10.0 -0.1 -8.5 3.7 -8.9 1.5 -6.4 - - 

「居住」及び「来訪」について、いずれもマイナスの数値が続いていましたが、川崎市全

体に関する数値は令和３（2021）年度にそれぞれプラスに転じました。区に関する数値は

令和２（2020）年度に「居住」の数値がプラスに転じております。区に関する「来訪」の数

値は依然としてマイナスとなっていますが、昨年度よりスコアは上がっています。市に対

する満足度・推奨度を引き続き上げていくとともに、居住区に対するそれと上手くリンク

させてPRする取組を進めていきます。 

ウ 「隣接都市の川崎に対する評価」 

隣接都市在住者の「川崎市のイメージ」についての質問項目に対して、１点（非常に悪い）

～10 点（非常によい）で答えてもらい、１～５点を「悪い」、６～10 点を「よい」として

います。そして、隣接都市在住者の「よい」の割合を「隣接都市在住者による川崎市に対

する評価」として用います。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

隣接都市在住者 41.5％ 35.5％ 36.0％ 39.8％ 50％以上 

こちらの調査項目も、①②と同様非常に厳しい結果となっていますが、都市のイメージ

については実際に訪れることで評価を変える場合や、知人の口コミにより影響を受ける場

合も多く、まずは川崎市民の市に対する評価を上げていくことで、波及的に隣接都市住民

による評価を上げていくこととします。 
(2) 定性的な評価 

都市イメージ調査で、「川崎市（あなたが住んでいるまち（○○区））のことをよく

知らない友人・知人から、『川崎（あなたの住んでいるまち）の魅力は何？』と尋ねら

れたらどのようなことを伝えるか」と、自由記述式の質問を市と居住区それぞれにつ

いて設けました。 

結果として、市全体については「交通利便性」や「生活利便性」に関する回答が多

く、各区では共通して「生活環境」に関する回答が多かったほか、「住環境」「活気」

「自然」「芸術」など多岐にわたり区の特色が出るなど、本市の多様性を表す結果とな

りました。 
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各区の特色や魅力を生かしつつ、市全体のイメージアップにつながるよう取組を引

き続き進めていきます。 

(3) 治安に関するイメージの深掘り調査 

これまでの調査で川崎市に対するイメージとして「治安が悪い」が一定の割合で選ばれてい   

ることを本市の課題として捉え、治安に関するイメージについて深掘りして調査を進めていま

す。調査では、市民に対して「どのような状況を見聞きすると治安が悪いというイメージにな

るか」「川崎市（あるいは居住区）の治安に関するイメージに対して悪影響を与えていると思

うものは何か」等の調査項目を新たに設けました。結果として、直接的ではなく間接的な情報

から治安に関するイメージを判断している人の割合が高いことや、「マナーの悪い人が多い」

ことが治安に関するイメージに悪影響を与えていると思う人の割合が高いことが分かりまし

た。 

また、令和３（2021）年度調査では、こうした「マナー」について、選択肢を列挙したうえ 

「あなたが特にマナーが悪いと思うもの」を市全体と居住区に分けて質問し、調査の深掘りを

行いました。結果として、市全体においても各区においても「歩きスマホ」「自転車」「たば

こ」「ごみ」に関するマナーについての回答割合が高いことが分かりました。 

【令和３（2021）年度調査について】 

市民のシビックプライド指標やNPSなどの評価指標を算出する設問について、これまで「自

分が住んでいる○○区」「現在住んでいる○○区」という記載をしていましたが、自身の住ん

でいるエリアなのか区全体を指しているのかが曖昧であったため、回答者によって想起対象の

差異が発生している可能性がありました。そこで、設問を「あなたがお住まいのエリア（居住

区内の生活圏）」と具体的にすることで、回答者の想起対象についてなるべく差異が発生しな

いように調査を実施しました。 

(4) 都市イメージ調査から見える課題 

都市イメージ調査結果から、第３次推進実施計画期間の取組に向けて、次のような課題が見

えてきました。 

ア ブランドメッセージのロゴの認知度は、平成30（2018）年度の66.1%から、令和３（2021）

年度には 87.9%にまで着実に上昇しました。一方で、具体的な内容を含む川崎市のブランド

メッセージの認知度は、調査を開始した令和元（2019）年度の 28.5%から上昇を続けている

ものの、令和３（2021）年度は32.1%にとどまっています。 

イ シビックプライド指標の低い20～30代の若年層について、「川崎市の情報を受け取るため

に利用している情報源はない」との回答が最多を占めており、市の魅力や施策・取組等につ

いての情報が届きづらいことが考えられます。 

ウ 市の魅力に関する「キーワード」の実感度についての調査で、「参加と協働のまちづくり 

の推進」及び「環境技術と再生可能エネルギー」について、市民の中で実感があると回答し

た人の割合が特に低い結果となっています。 

エ これまでの調査で、川崎市に対するイメージとして「治安が悪い」が一定の割合で選ば

れています。  
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第２章 第３次推進実施計画（ガイドライン）の策定趣旨 

新しい生活様式の定着により、シティプロモーションを取り巻く状況も大きく変化しました。 
“人が集まる場”で自然発生するコミュニティが形成されづらくなってきたことに伴い、自らの価

値観や人とつながる意義を見つめ直し、より能動的に「参加したい」コミュニティを探す傾向が、ミ

レニアル世代・Z 世代を中心に強まりました。また、社会課題への関心が大きく高まるなど価値観が

変化しています。 
行政に目を向けると、長年続いた都市間“競争”から“共創”に時代が変わろうとしています。こ

うした社会の変化に対応し、人口増が続いている本市の優位性を生かして、川崎から他都市や世界に

向けて、共創による社会課題の発展的な解決と可能性創造をいち早く働きかけていきます。 

そのために、第３次推進実施計画では、「共感」を重視したシティプロモーションを展開します。

多様性をまちの価値としたブランドメッセージ「Colors,Future ! いろいろって、未来。」が、様々な

まちの活動に内在していることをプロモーションで表現し、市民と共に取り組むことで、「誰もが自

分らしくいられることで、都市や人の可能性を広げる」社会を目指す本市への共感を、あらゆる場面

で喚起していきます。 

 

１ 計画期間 

  令和４～令和７（2022～2025）年度（第３次） 

 （以降、次期戦略プラン【10年間】を新たに策定） 

 

 

 

 

 

 

２ キャッチフレーズ 

  ～ブランドメッセージへの共感を喚起～ 

シティプロモーション戦略プランが庁内に浸透し、職員一人ひとりが各分野で施策を充実させ

ながら情報発信力を向上させることで、市のブランド価値の向上につなげることを目的に、引き続

きキャッチフレーズを策定します。 

第３次推進実施計画においては、本市の目指すまちの姿でもあるブランドメッセージの理念を

より浸透させるため、これまでのキャッチフレーズから変更します。 

 

３ 関連する計画 

（上位計画） 

・川崎市総合計画 第３期実施計画（令和４（2022）年３月策定） 

・川崎市シティプロモーション戦略プラン（平成27（2015）年３月策定） 
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（主な関連計画） 

・新・かわさき観光振興プラン 

（経済労働局観光プロモーション推進課 平成28（2016）年２月策定） 

・川崎市国際施策推進プラン（総務企画局総務部国際交流担当 平成27（2015）年10月策定） 

・かわさきパラムーブメント推進ビジョン 

 （市民文化局オリンピック・パラリンピック推進室 令和４（2022）年３月策定） 

・広報の基本方針／広報の手引書 

（総務企画局シティプロモーション推進室 平成28（2016）年２月策定） 

 

４ 施策推進のスタンス 

プロモーションは、あらゆる事業に関連する業務であり、常に対象を意識しつつ実施する必要が

あります。事業実施目的に加え、プロモーション推進のスタンスとして、次の５点が挙げられます。 

(1) 成果指標の向上に関連する施策･事業（※）を重点的に推進します。 

※本市のイメージ向上、市民の一体感の醸成などにプラスとなる施策･事業 

(2) 施策･事業の企画段階から、シティプロモーション推進室が積極的にプロモーションの支援を

行い、各種メディアでのパブリシティの獲得等、効果的なプロモーションにつなげます。 

(3) 市民や市民活動、民間事業者と連携した取組を積極的にPRします。 

(4) 広報対象となる年齢層や特性等を設定し、ターゲットに応じた広報媒体を活用するとともに、

特に若者を意識したプロモーションを引き続き展開します。 

(5) 各局の施策・事業の広報に関わる職員の広報マインド向上を目的に、研修を体系的に実施し

ます。 

 

５ ターゲット 

シティプロモーションを戦略的に進めるため、市内外を問わず幅広い年代に向けて、本市の魅

力を広く発信していきます。 

一方で、都市イメージ調査によると、20～30代の若年層のシビックプライド指標及び隣接都

市居住者からのイメージ評価が、ともに他の年代よりも低い値で推移しています。第３次推進実

施計画においては、特に中心とするターゲットとして新たに「20～30代の若年層」を設定し、

重点的に指標の底上げを図ることで、市内外全体の川崎に対するイメージの改善及びシビックプ

ライドの醸成を目指します。 

合わせて、「第4章 主な発信コンテンツ」に位置付ける各事業については、それぞれの事業

に最適なターゲットを設定した上でプロモーションを展開していきます。 

 

６ 計画期間の取組の概要 

第２次推進実施計画期間の取組結果を踏まえ、課題に対応するため、次の取組を関係部署、関

係機関と連携して推進します。 

(1) ブランドメッセージの理念を体感できるワークショップやイベント出展の実施、小学校教材
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等の作成による子どもたちへの浸透を図る機会の創出 

(2) 日常的に市政情報に触れる機会がない層にも届く情報発信 

ア Twitterなどのソーシャルメディアの拡散力を生かした若年層へのアプローチ 

イ 川崎フロンターレ・川崎ブレイブサンダースなどのかわさきスポーツパートナーや、川  

崎市ゆかりのインフルエンサー等との連携による、市域に一体感を生み出すコンテンツの

発信強化 

(3) 多様な主体が協働・連携している市民活動情報の発信及び環境技術と再生可能エネルギー等

に代表される本市が世界をリードする取組の発信 
ア 市民・事業者等や他自治体との交流・連携の促進と市民活動や事業者の活動の情報発信 

イ 量子コンピューターをはじめとしたディープテック分野の研究開発など、川崎から世界

に放たれる先駆的な取組の発信 

ウ ものづくりのまちとしての歩みを生かした工場夜景や産業観

光など、川崎ならではのポジティブな取組の発信 
エ 「脱炭素アクションみぞのくち」など脱炭素社会実現に向け

た取組や「川崎国際環境技術展」、SDGsの取組等のプロモーシ

ョン支援による「環境先進都市かわさき」の発信 
(4) 安全・安心に関する取組の積極的な情報発信及び都市イメージの向上に向けた戦略的なプロ

モーション 
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第３章 シティプロモーションを構成する重要要素 

本市が推進する施策・事業は、そのいずれもが市民の生活に深く関わっています。個別事業のプロ

モーションにおいては、目的や内容によって具体的にターゲットをイメージすることが重要であり、

対象の属性を理解・考慮し、伝わりやすい情報発信を行い、訴求していく必要があります。また、本

市が訴えたいことについて、「どう受け取り、行動してもらいたいのか」までを見据えて、訴求効果

の高いプロモーションを行うことが必要です。 

第４章の「主な発信コンテンツ」部分でも記載しますが、第３次推進実施計画期間中に迎える市制

100周年は、本市の魅力を見つめ直し、広く発信していく絶好の機会となります。市制100周年を記

念する各種取組と連携して本市の魅力を発信し、都市イメージの向上を目指していきます。 

 

１ ブランドメッセージの活用 

 平成 28（2016）年 7 月に策定したブランドメッセージは、

川崎市の魅力や方向性を表現した言葉ですが、市の情報発信

にとどまらず、川崎に関わる多様な主体と一緒に活用するた

めのコミュニケーションツールとして、作られました。 

 そのため、市として市民に向けた通知等あらゆる機会で活

用するほか、ブランドメッセージPRのためのイベントなどで

周知を行うだけではなく、民間を巻き込んだ動きやブランド

メッセージに共感した事業者等が自主的に活用する仕組みを

構築してきました。民間事業者等においてブランドメッセー

ジを活用するケースも70事例を超えており、メッセージへの

共感の広がりや、優れたデザイン性への評価の高まりが感じられています。 

こうした取組の結果、令和３（2021）年度の都市イメージ調査では、ロゴの市民認知度が87.9%（令

和２（2020）年度78.7%）となり、策定から５年程度で一定の浸透を図ることができました。 

一方、ステートメントを含むブランドメッセージ全体の認知度について、令和元（2019）年度以降

の都市イメージ調査で測ったところ、令和３（2021）年度は32.1％（令和２（2020）年度31.4%）で

あり、３割程度にとどまっています。今後は、「多様なもの同士がつながりあい、新しい価値を生み

出していく」というブランドメッセージの理念の更なる浸透を図り、令和６（2024）年に迎える市制

100周年とその先に向け、そうした本市の姿への共感を呼び込めるよう、次の方針に沿って展開を図

ります。 

 (1) 民間連携等の対外的な取組 

ア ロゴマーク等の活用促進 

ブランドメッセージの民間での活用については、使用要領を定めており、手続きを経た上で

使用できるようにすることで、ブランドメッセージの信用を維持しながら民間での活用を図っ

てきました。 

今後、より多くの個人や団体、事業者にブランドメッセージを活用いただき、理念の浸透を
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図っていくため、活用事例の積極的なPRのほか、使用に係る手続き方法の見直しを行い、更

なる活用を呼び掛けていきます。 

 イ ワークショップ等の開催 

庁内で行った取組として、ワークショップを含む研修の実施により、参加者のブランドメッ

セージについての理解が深まりやすいことが分かっています。そこで、市民へのブランドメッ

セージの理念浸透の取組として、若年層を含む市民参加型のワークショップ等の開催を検討し

ます。具体的には、参加者自身に理解を深めてもらうとともに、ワークショップを通して、子

どもから大人まで楽しめる絵本を制作し、更に多くの方への理解につなげていくことを検討し

ています。 

ウ 市内イベントへの出展等 

これまで、市内各地で開催されるイベントにブース出展

し、主に子どもを対象とした、ロゴマークに自由に色を塗

る缶バッジ作りの実施、フォトブースの活用などを行い、

ブランドメッセージの浸透を図ってきました。 

今後も、新型コロナウイルスの感染拡大状況を鑑みなが

ら、南部・中部・北部のバランスに配慮して出展し、全市

的な展開を図ります。令和４（2022）年度に実施される予定の各区周年事業と連携しての展開

も行います。 

そのほか、人気・話題性・集客などの点に優れているスポーツの試合やアーティストのイベ

ントなど、ブランドメッセージの浸透に特に効果が期待できる機会を積極的に活用し、団体

や事業者等と連携していきます。 
(2) 庁内の連携による取組 

  ア 「多様性」をテーマとした施策との連動 

性・文化・国籍・障害の有無などを踏まえた具体的な施策において、ブランドメッセージの

活用や、色を変えたロゴマークを使用していくなど、「多様性」という抽象的な概念と具体的

な施策とを連動させた展開を図っていきます。 
  イ 市制100周年記念事業との連動 

市制100周年記念事業では、市制100周年の節目を「あたらしい川崎」を生み出していくた

めのスタートラインとし、市民・民間事業者・団体等とともに、オール川崎の体制で新たな価

値の創出に取り組みます。事業実施においては、ブランドメッセージ「Colors,Future! いろ

いろって、未来。」に込められた、川崎は多様性を認め合い、多様なもの同士がつながりあう

ことで新しい魅力や価値を生み出すことができるまちを目指していく、というメッセージを市

民が改めて認識する機会とし、シビックプライドの醸成や都市イメージの向上につながるよ

う、取組を進めます。また、市制100周年の象徴的な事業である「全国都市緑化かわさきフェ

ア」をはじめとした各100周年記念事業と連携し、展開を図ります。 

(3) 教育現場での取組 

これまで、第２次計画期間では、子どもたちが校内でブランドメッセージを目にする機会とし
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て、小学校新１年生へのノベルティ（クリアファイル）配布や、小中学校へのポスターの掲示を

継続して行ってきました。さらに、総合的な学習の時間等、授業の中で活用できるよう、小学生

～高校生の「キャリア在り方生き方ノート」にブランドメッセージについてのページを設ける

とともに、シティプロモーション推進室による出前授業を実施し、子どもたちへのブランドメ

ッセージの理念浸透を図ってきたところです。 

今後も、これまでの取組を継続するとともに、出前授業の実施だけでなく、GIGA スクール構

想の取組も踏まえながら、教職員が使用しやすいような資料・教材等を作成し、ブランドメッ

セージの理念や多様性について考えを深める機会を増やすなどの働きかけを、より一層推進し

ていきます。 

(4) 広報物の作成 

 ア ポスター制作 

ブランドメッセージ策定以来、毎年イメージポスターを制作してきました。今後も引き続き、

川崎の多様な魅力や、ブランドメッセージの理念を伝えるポスターを制作し、その内容や時期

に適した方法で広報展開していきます。また、これまで制作してきた一連のポスターを活用し

た展開も行っていきます。 

  イ グッズ製作 

    これまでクリアファイルやふせん、マスキングテープといった文具

を中心にノベルティグッズを展開してきました。これらの製作を継続

するとともに、子ども向け、若年層向けなど、ターゲットに訴求する

グッズの製作や、ブランドメッセージの理解がより深まるようなグッ

ズの製作なども検討します。 

ウ 動画制作 

ブランドメッセージの動画としては、策定当時に制作したものが１本ありますが、その理念

をより深く伝えるとともに、市制100周年とその先に向けた機運を醸成する動画を、市民参加

も得ながら新たに制作します。 

 

２ 協働・連携 

川崎の多彩な魅力は、市民・事業者等の多くの主体者によって作られ、その活動も都市ブラン

ド構築につながっています。 

シェアオフィスやコミュニティスペースに端を発した事業者間の新たな連携の場はますます

拡大し、様々な業種の店舗が集まってシェアマーケットという一つの空間を創っている「ノクチ

ラボ」や、古本屋を軸にしたコミュニティスペース「Book & Cafe stand Shinjo Gekijo」などの

新たな協働・連携の取組が定着しつつあります。こうして、業種を超え、自分らしくつながり合

うコラボレーションが当たり前のこととして息づくまちであることについても、多様性を土台と

する本市の特長として積極的に発信していきます。 

 (1) 市制100周年に向けたスペシャルサポーター制度 

第１章５（１）で記載したとおり、本市では、若年層（主に20～30歳代）の市に対する愛
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着・誇り（シビックプライド）の醸成が課題となっています。そこで、若年層がまちに関心を

持ち、関わるきっかけを創出するため、市制100周年を契機とした新たな民間連携制度を創設

します。 

新設する「スペシャルサポーター制度」は、若者に人気の高い本市ゆかりのインフルエンサ

ーと連携することにより、若年層のまちへの関心を呼び起こし、本市のイメージアップやシビ

ックプライドの醸成に寄与することを目的としています。市制 100 周年と連動したイベント

やインフルエンサーとのコラボ事業等を実施するほか、ソーシャルメディアのシェア機能を活

用して市の魅力情報を発信することで、市内外の方に「川崎」というまちに興味を持っていた

だくなど、市域にとらわれないシティプロモーションを推進します。また、若年層を中心とし

た多くの方々の参加とつながり、共感を生むような仕組みとすることで、「誰もが自分らしく

いられることで、社会や人の可能性を広げる」本市の姿勢を発信しながら、シビックプライド

の醸成を図っていきます。 

(2) 市民・市民活動、民間事業者との連携による情報発信 

本市では、市民等との協働のまちづくりを進めていますが、地域の課題がますます多様化・

複雑化していく状況において、限られた行政の資源や地域で活動する団体単独の取組だけで

は、全ての課題に対応することが難しいことから、多様な主体との協働・連携の重要性が増し

ています。脱炭素社会の実現についても、市民・事業者などあらゆる主体の参加と協働により

気候変動の緩和と適応に取り組む必要があることから、令和２（2020）年に策定した脱炭素戦

略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」でも、地方公共団体としては日本で初めて、事業

者・団体から賛同いただきながら脱炭素化を目指すこととしています。さらに、令和12（2030）

年に向けた先導的なチャレンジとして、脱炭素モデル地区「脱炭素アクションみぞのくち」の

取組を進めています。この取組では、市民・事業者等と推進会議を設置し、協働で新規事業の

創出やイベントなどの普及啓発を実施するなど、市民一人ひとりの環境配慮型ライフスタイル

への行動変容を促進しています。 

川崎の魅力発信やイメージアップなどにつながる施策･事業のシティプロモーションにお

いても同様で、関係部署のみではなく、その施策等に関係する団体等とも積極的に連携を図る

ことが重要です。特に、川崎フロンターレや川崎ブレイブサンダースなど、多くの市民ファン

を抱えるかわさきスポーツパートナーと連携して事業に取り組むことで、市民参加とつながり

によるシビックプライドの醸成が期待できます。 

本市の広報の中心的な役割を担うシティプロモーション推進室では、異なる分野の市民・事

業者等が協力して新たな価値を生み出す活動を支援するため、多様な主体が協働・連携して川

崎の魅力向上を図る取組について、様々なメディアを活用して発信していきます。 

発信媒体としては、オウンドメディアのみならず、区ごとなど地域を限定した情報を発信

している地域メディアへの積極的な情報提供も引き続き行い、地域メディアを通じての、

タイミングやターゲットを絞った効果的な発信につなげていきます。 

(3) 鉄道事業者や近隣自治体との連携 

本市は鉄道駅密度の高い都市であり、こうしたポテンシャルを生かした魅力発信も本市の
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強みとなることから、鉄道でつながる他自治体との連携や、鉄道事業者との連携、駅周辺での

民間事業者との連携を継続して行っていきます。具体的には、JR南武線沿線の５自治体（立

川市、国立市、府中市、稲城市、川崎市）が連携した「南武線沿線自治体シティプロモー

ション推進協議会」では、平成29（2017）年度から「なんぶりんぐ」と称した共同プロモ

ーションプロジェクトが始動しており、各自治体の広報誌、ソーシャルメディアなどを通

じて南武線沿線の食・文化・自然などの魅力を発信してきました。今後も、インスタグラ

ムを活用し、住民参加型の魅力発信を継続することで、シビックプライドの醸成、沿線の

イメージ向上などを推進します。 

また、市内を走る各鉄道事業者との連携・協力によるプロモーションは、市民のシビッ

クプライドの醸成や市内外からの都市イメージの向上に効果的と考えられることから、引

き続き積極的に進めていく必要があります。 

そのほか、平成30（2018）年２月のJR川崎駅北口オープンに伴って完成した、ケーブ

ルテレビ「YOUテレビ」のサテライトスタジオ「プリズムTVスタジオ」や、商業施設アト

レ川崎の「コモレビテラス」を、これら民間事業者と共に活用し、緊急時においては情報

発信拠点とするほか、平常時においては沿線エリア価値の向上や賑わいの創出につながる

取組を実施できるよう、引き続き連携していきます。 

 

３ 庁内体制強化 

行政が担う情報発信には、公平・公正、正確性、迅速性が求められます。 

各種メディアを効果的に組み合わせ、より多くの市民に情報が届くよう工夫をしていますが、市

の施策や取組、魅力等についての情報が市民に十分に届いていないこともあり、情報の受け手を意

識した効果的な広報が全ての部署で十分に行われているとはいえない状況があります。 

「広報」、「PR」はどの業務にも関わる取組であり、全ての職員に求められるものです。 

一方的に発信するだけでなく、市民に確実に「伝わる」広報、「読まれる」・「見られる」広報を行

うためには、市職員一人ひとりが市の広報の担い手であり、その取組の一つひとつが都市イメージ

向上に資するということを認識し、積極的に本市の魅力を市民に届けていくことも重要な要素と

なります。 

(1) メディアコーディネーターの活用 

平成28（2016）年度から採用している「メディアコーディネーター」（本市における情報発

信を戦略的に行うため、多岐にわたる発信媒体の効果的な活用方法等について専門的な立場か

ら助言を行う本市の会計年度任用職員）については、これまでも各局の事業のヒヤリングに積

極的に赴くほか、各種職員研修、広報物・ソーシャルメディアなど情報発信に関する相談に対

応し、事業に合った広報手段、PR の切り口などのアドバイスを行ってきました。今後も引き

続き各局・区へメディアコーディネーターの積極的活用について呼びかけ、職員の広報マイン

ドの向上や、市民に伝わる効果的な広報・プロモーションにつなげます。 

なお、プロモーションにあたっては、事業企画段階から相談に対応することで、施策を理解

し、時期や手法を捉えたより効果的な広報・PRにつなげます。 
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また、本市のブランドメッセージの浸透を図るため、出張授業対応等の学校との連携を引き

続き図ります。 

(2) 職員ひとりひとりの広報力向上に向けて 

ア 研修内容の充実 

本市の人材育成基本方針に、「職員に求められる５つの基礎力」として「伝える力」を位置

付けています。そのために、職位毎に必要な研修を位置付け、効果的な時期及び参加しやすい

形式（階層別研修への組込等）で、引き続き専門的かつ実用性の高い広報関係研修を体系的に

実施します。 

また、こうした実務的な研修と並行して、職員の意識醸成を図ることを目的とした研修も実

施していきます。令和元（2019）年度から実施しているシティプロモーションチャレンジ研修

は、当室職員が失敗を重ね、悩みながら広報に挑み続ける姿勢を発信し、参加者に自分と重ね

て共感してもらうことで、感情を喚起しながら意識醸成を図る新たな取組として実施していま

す。研修参加を通して、ブランドメッセージが象徴する「誰もが自分らしくいられることで、

都市や人の可能性を広げる」社会を目指すという本市のあり方への職員の理解を深めるととも

に、職員が共感を持って業務を自分事化することで、自ら判断し、積極的に発信できるように

なることを目指しています。 

研修実施にあたっては、新型コロナウイルス感染症対策として、会場とオンラインを組み合

わせたハイブリッド型の研修を実施するなど、柔軟に対応しながら充実を図っていきます。 

イ 広報の手引き、広報の基本方針の活用 

「広報の基本方針」（平成28（2016）年２月策定）は、より効果

的な情報発信に向けて全庁的な指針を示したもので、この方針に

基づいて、職員一人一人の意識改革はもちろんのこと、事業所管

課における広報PR業務の優先順位を上げていくことで、行政と市

民・事業者間に情報の好循環を生むことを目指しています。 

「広報の手引書(広報秘伝の書)」（平成28（2016）年３月）は、

情報の取捨選択、チラシ･ポスターにおけるアイキャッチの作り方

などの実践事例を示すことで、具体的な広報テクニックの共有に

よるスキルアップを図るものです。令和２（2020）年度改定では、

広報対象分析のためのシートを追加し、事業所管課において広報のターゲ

ットをより具体的にイメージ、共有できるようにしました。シティプロモーション推進室で情

報発信に関する相談を受ける際に事前に記入いただくなど、シートの活用を促し、計画的な広

報を推進しています。 

それぞれ時流に合わせて更新をしていくほか、引き続き、職員への活用を呼びかけていきま

す。 

(3) 広聴機能の充実 
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   今日の行政では、シティプロモーションや広報による情報発信により、市の施策等につい

て市民に分かりやすく的確に説明し、理解を得るとともに、市民の意見や考え方などをしっ

かり把握したうえで施策に反映することが求められています。 

こうしたことを踏まえ、市民の声が行政にしっかりと伝わるような身近な市政を推進する

ため、「かわさき市民アンケート」、「車座集会」、「市長への手紙」のほか、職員の意識や能力

の向上に向けた取組を推進します。 

また、広報活動においては、広聴機能によって把握した市民の意見や関心ごとなどを広報

戦略の立案に生かし、効果的、効率的な情報発信を行うために、庁内の情報共有を的確に行

うとともに、市民の関心が高いと想定される内容を広報する際には、事前に広聴部門と情報

共有を図るなど相互連携を図ることで、市民からの問合せに対して、迅速かつ的確に対応で

きるように取り組みます。 

 

４ ソーシャルメディアの活用 

Twitter、Facebook、YouTube といったソーシャルメディアは自治体の情報発信においても必要

不可欠なツールとなっています。 

現在本市では、約80のソーシャルメディアが運用さ

れています。特に、手軽に視覚的に訴えることが可能

なYouTubeは、新型コロナウイルス感染症拡大等の影

響による生活様式の変化などを背景に、急速に利用が

拡大し、今後も動画広報が重要な手法として増加して

いくことが見込まれます。 

また、Twitter は、若年層にアプローチできるツー

ルであるとともに、必要な情報を迅速に発信すること

ができ、リツイート等の機能によって、フォロワーだ

けでなく、フォロワーのフォロワーを通して当初関わりのなかった人のところまで、情報を拡散す

ることができます。さらに、「いいね」やリツイート数、コメントにより反応をみることや、プッ

シュ通知機能により、ホームページへと誘導することも可能であり、広報効果を測りながらの着実

なプロモーションが期待できます。 

シティプロモーション推進室では、今後も、社会環境の変化やデジタル化の進展等、広報を取り

巻く情勢の変化を踏まえてソーシャルメディアに関する知見を高め、情報発信の支援と強化を実

施していきます。 

 

５ オウンドメディアの活用 

本市が持つ広報媒体をオウンドメディアといいます。市政だより等の印刷物やインターネット

のほか、テレビ、ラジオ等様々ありますが、市民に適切なタイミングで分かりやすく情報が伝わる

ようにするためには、媒体の強みや弱みなどの特性を理解し、各特性を生かした効果的な手段を選

択することが重要です。各媒体の特徴は、次のとおりですが、各媒体を組み合わせることで、効果
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的な情報発信につながることから、オウンドメディア自体の充実を図りながら、効果的な活用を推

進します。 

(1) かわさき市政だより 

   かわさき市政だよりは、印刷媒体として記事の大小が一目で分かり、一覧で閲覧できる、何度

でも読み返せる、長く保存できるといった利点があります。令和３（2021）年５月にリニューア

ルを実施し、月１回、毎月１日に発行しています。リニューアルにあたっては、市版10ページ、

区版２ページ、合計12ページで構成するようになりましたが、増ページに伴い記事量が増加し

ても、各面において、「共通性のある記事のまとまり」を増やすことで、読者に、各記事を「羅

列」ではなく「まとまり」としてとらえてもらえるよう、読みやすさを工夫するとともに、スマ

ートフォンなどによりPDFで市政だよりを閲覧する読者が、PDFの読み込みデータから、そのま

ま問合せ先に電話をかけられるようにするために、各記事の問合せ先電話番号に関して、市外

局番から掲載するようにしました。また、市制100周年を間近に控え、「過去の広報紙で振り返

る『かわさきの思い出』」などの連載コーナーを新設し、読者に毎月楽しく読み続けてもらえる

よう、取り組みました。 

(2) ホームページ 

   インターネットは、発信できる情報量が豊富で、即時性や経済性、双方向性といった特性を持

っています。新型コロナウイルス感染症の拡大を契機とした情報ニーズの高まりのなか、市ホ

ームページは、ニーズに対応した情報を常に新しく正確なものとして効果的に発信することに

より、急速に閲覧数が伸びました。市内外はもとより、国外からもアクセスされ、閲覧環境が多

様化するなか、市ホームページ訪問者の約７割はスマートフォンからのアクセスとなっていま

す。 

あらゆる行政情報が掲載されており、常に新しく正確な情報が手に入る市ホームページは、デ

ジタル化社会の進展に伴って欠くことのできない基幹メディアとして重要性が増し、今後も利

用の増加が見込まれるメディアです。 

シティプロモーション推進室では、ホームページをさらに有効活用するため、所管する「川崎

の魅力・みどころ」ページに、市内の豊かな自然や工場夜景等の名所、季節と川崎らしさを感じ

られる風景などのショート動画を掲載し、併せてソーシャルメディアでも発信するなどして、本

市の魅力が市域を越えて視覚的に伝わるよう、工夫していきます。 

(3) テレビ・ラジオ 

   テレビやラジオは、視聴覚に直接訴えることができるなどの特性があります。テレビは非常に

ポピュラーなメディアであり、子どもから高齢者まで誰でも気軽に見ることができ、ラジオは

聴取者に対して広く情報提供を行うことができます。また、音声による情報発信は、特に視覚

障害者に向けた広報では極めて重要です。 

さらに、インターネットやソーシャルメディアとの連携（クロスメディア）による情報発信の

充実などにより、視聴機会の拡大が期待できます。 

シティプロモーション推進室では、テレビの特徴を更に有効活用するため、最新の情報を取り

入れ、より臨場感が伝わるようオールロケで行われた特別番組を提供するなどして、本市の魅力
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が誰にでもより視覚的に伝わるよう工夫をしています。 

 

６ マスメディアを通じた情報発信 

マスメディアを通じた情報発信は、客観性を有するため信頼性が高いほか、速報性や経済性に優 

れ、市民への浸透性も高いという特性があり非常に効果的です。 

マスメディアへの市政情報の提供方法は、市長が市政の主な施策や事業についての議題を発表

する市長会見や、市長以外の会見者が市政情報を発表する一般会見のほか、発表案件をまとめた報

道発表資料を提供する方法があります。市政情報の内容に合った効果的な方法を選択し、タイミン

グよく行うことで、マスメディアの受け手として情報を待っている多くの市民に、正確な情報を迅

速に伝えていきます。 

なお、本市が報道機関に情報提供する窓口としては市政記者クラブがあり、現在、①川崎記者ク

ラブ（全国紙、地方紙、ブロック紙、通信社、放送局）11社、②第２記者クラブ（地域新聞）１社、

③メディアネットワーク（ネット新聞、ケーブルテレビ、放送局、タウン誌等）13社、④神奈川建

設記者会５社、⑤その他工業関係１社の31社が加盟しています。 

また、案件により市政記者クラブのほか、県警記者クラブに加盟している民放５社にも情報提供

するなど、マスメディアを通じた市政情報の発信を積極的に行っていきます。 

さらに、PR 会社を通じたメディアリレーションの強化についても引き続き実施し、テレビメデ

ィアや新聞、雑誌等の様々なメディア媒体でパブリシティを獲得することで、本市の認知度の向上

やイメージアップにつなげていきます。  
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第４章 主な発信コンテンツ 

本市には、交通・流通の利便性、先端産業研究開発機関の集積、豊富な文化芸術資源、水と緑の豊

かな自然環境といった優れたポテンシャルがあります。子どもから高齢者まで、障害のある人もない

人も、自分らしく生き生きと暮らし、スポーツや文化芸術があふれる川崎の魅力を世界に向けて強力

に発信していきます。 

第３次推進実施計画期間中の令和６（2024）年は、市制 100 周年という重要な節目となる年次で

す。川崎市民としてのアイデンティティの形成、シビックプライドの醸成のまたとない好機として、

最大限に生かしていく必要があります。 

シティプロモーション戦略プランにおいては、プランの目標を実現するために、「産業・研究」「文

化芸術」「スポーツ」「自然」「生活」の５分野を特徴的な分野として位置づけ発信していくことが必

要であるとしています。 

さらに、市制 100 周年という好機を狙ったプロモーションも、上記５分野同様に位置づけ発信す

る必要があります。 

そこで、第３次推進実施計画期間内においても、上記分野等に関して、重点的に発信するコンテン

ツ･施策を次の５条件に基づき抽出し、発信していくこととします。 

 

【発信コンテンツの５条件】 

ⅰ 川崎のイメージの骨格を担うもの（民間や市民団体主体の事業を含む。） 

ⅱ 事業主体が愛着や誇りの醸成、地域価値の向上などを掲げているもの 

ⅲ 多様な主体との連携など、広がりや共感を生む仕組みを持つもの 

ⅳ 「一番」「初めて」「最も」など新奇性、話題性のあるもの 

ⅴ 主に若年層をターゲットとしたもの 

 

また、発信にあたっては、５条件のもと、総合計画第３期実施計画等を参考に、その事業を「誰に、

どのように伝え、どう受け取り行動してもらいたいか」を年代や性別、居住エリア、生活スタイルな

どを具体的にイメージしながら、訴求効果の高いプロモーションを関係部署と連携して行っていき

ます。 

主な発信コンテンツは、社会状況や本市の重点課題の変化に応じて、その都度最適化を図り、次期

戦略プランの目的や方向性に反映させていくものとします。 

 

１ 産業・研究開発分野 

Kawasaki Welfare Technology Lab（ウェルテック）を、令和３

（2021）年８月に、川崎市複合福祉センター「ふくふく」内に開設

しました。福祉施設を想定した模擬環境ラボを備えており、福祉製

品・サービスの開発・改良を行う市内の中小・ベンチャー企業を中

心とした開発事業者を支援しています。また、同一建物に立地する  
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総合リハビリテーション推進センターや特別養護老人ホーム、障害者入所施設等と連携して評価

する仕組みも取り入れており、共同運営する東京工業大学、国立研究開発法人産業技術総合研究所

など、多くの関係者の知力を結集して、川崎からより良い社会を目指す仕組みが動き始めていま

す。 

また、令和４（2022）年３月の多摩川スカイブリッジ開通に

より、キングスカイフロントエリアがさらに世界に近づきまし

た。令和３（2021）年７月には、「新川崎・創造のもり」で、ア

ジア初のゲート型商用量子コンピューター「Kawasaki」（川崎に

設置されたIBM Quantum System Oneの呼称）が稼働を開始し、

産業集積や産学連携の結実による産業革新が、本市から世界に

向けてさらに発信されることが期待されます。 

今後は、オープンイノベーション拠点として日本の成長戦略をけん引する産業を創出するキン

グスカイフロントや、産学公民による未来創造拠点である新川崎・創造

のもりのブランディングをさらに強化していきます。 

平成28（2016）年２月策定の「新・かわさき観光振興プラン」では、

“観光客が訪れてみたい「まち」は、地域の住民が住んでみたい「まち」

である”という観光まちづくりの原点に立ち返り、生活者が「住んで良

かった」、来訪者が「行って良かった」と心からの満足が得られるように、観光振興を通じて「ま

ち」のあらゆる『愉しみ力』を高めることを目指しています。 

インバウンド対策としては、川崎駅北口行政サービス施設（かわさき きたテラス）や羽田空

港第３ターミナルの観光情報センターを活用したPR活動や市観光パンフレットの多言語化等を行

っています。第３次推進実施計画期間には、インバウンド需要の回復を見越したナイトタイムエコ

ノミーの各種事業も予定されており、夜間の訪日外国人の消費を引き込む川崎での楽しみ方を提

案していきます。 

農業分野では、のらぼう菜の新品種「川崎市農技１号（愛称：かわさきつや

菜）」やハーブペッパー「香辛子」など、おいしく栄養豊富な地場野菜が川崎か

ら新たに誕生しています。川崎市の区域の一部（宮前区、多摩区、麻生区）が

県内で初めて「かわさきそだちワイン特区」に認定されるなど新しい試みも

始まっており、こうした地域資源同士を連携し、コロナ禍で注目を集めたマ

イクロツーリズムなど川崎らしい都市農業の展開も視野に入れて、地元の楽

しみ方を再発見してもらえるようなレガシー形成に取り組んでいきます。 

分野   コンテンツ R４～７主な計画事業内容等 

１
産
業･

研
究
開
発 

1 ウェルフェアイノベーション 
・「Kawasaki Welfare Technology Lab」を活用した福祉製品等の開発・改

良の支援 

2 観光振興 

・観光協会、民間企業、近隣自治体等との連携による観光振興施策推進 

・外国人観光客等向けボランティアガイドの育成 

・ナイトタイムエコノミー関連各種事業の実施 

・多摩川花火大会等観光関連事業 

3 脱炭素社会の実現 
・カーボンニュートラルコンビナート構築に向けた水素活用等の取組の

推進 
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・脱炭素戦略「かわさきカーボンゼロチャレンジ2050」及び川崎市地球温

暖化対策推進基本計画に基づく取組の推進 

・川崎港における世界初の電気推進タンカー（ＥＶタンカー）の運航をは

じめとする電気推進船（ＥＶ船）の普及に向けた取組の推進 

4 研究開発基盤強化 

・川崎国際環境技術展 

・新川崎・創造のもりに設置された、アジア初となるゲート型商用量子コ

ンピューティング・システムを中心とした新川崎地区のブランディング強

化 

5 商業振興 
・商店街の魅力を高めるイベント等の開催支援 

・川崎駅周辺地区の商業エリア秋のイベントの告知 

6 農業振興 ・香辛子、のらぼう菜、ワイン特区など、川崎ブランドの農産物の PR 

 

２ 文化芸術分野 

市内には、国際的評価が高く世界水準の音響性能を持つミューザ川崎シンフォニーホールをは

じめとして、２つの音楽大学、４つの市民オーケストラ、100を超える市民合唱団・吹奏 楽団な

どがあります。また、多数の映画館に加え、映像スタジオや日本で唯一の映画の単科大学があり、

映像制作活動が盛んで、多くの市民が文化芸術に親しんでいます。 

歴史・文化財についても、令和５（2023）年に起立400年を迎

える東海道川崎宿、本市初の国史跡である橘樹官衙遺跡群、二ヶ

領用水、日本民家園、川崎大師などの豊かな資源があり、それら

は本市の強みでもあります。羽田空港に近く、首都圏のほぼ中心

部に位置するという恵まれた立地を生かし、これらをプロモーシ

ョンすることが必須と考えます。 

第３次推進実施計画期間には、各区における区制記念や東海道川崎宿起立 400 年など多くの節

目を迎え、令和６（2024）年には市制100周年が控えています。市制100周年では、象徴的な事業

として「全国都市緑化かわさきフェア」を開催し、「Green For All!」をキーワードに全市的なみ

どりのムーブメントを起こし、市民一人ひとりの心豊かな暮らしを共創により実現することを目指

します。こうした節目をチャンスと捉え、市民や団体等の多様な主体と協働・連携しながら、交流

と共感が生まれる場づくりを行い、シビックプライドの醸成を図ります。 

ほかにも、「藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム」における特別原

画展や、「日本民家園」におけるプロジェクションマッピングなど

の新たな取組を取り入れ、多様な切り口から国内外に向けて魅力

を発信することにより、文化都市としての都市イメージの向上や

地域への愛着の増進を継続して図っていきます。 

分野   コンテンツ R４～７主な計画事業内容等 

２
文
化
芸
術 

7 音楽のまち 
・音楽資源を生かした「音楽のまち・かわさき」の推進 

・かわさきジャズ、フェスタサマーミューザの開催 

8 映像のまち 

・映像資源を生かした「映像のまち・かわさき」の推進、次世代の映像文

化担い手の育成 

・「映像のまち・かわさき」フェスティバルの開催 
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9 周年事業 

・R4(2022)年度 区制 50 周年（川崎区、幸区、中原区、高津区、多摩区） 

・R4(2022)年度 区制 40 周年（宮前区、麻生区） 

・R5(2023)年度 東海道川崎宿起立 400 年プロジェクトの実施 

・R5(2023)年度 東海道かわさき宿交流館 10 周年記念事業の実施 

・R6(2024)年度 ミューザ川崎シンフォニーホール開館 20 周年記念事業

の実施 

・R6(2024)年度 川崎市制 100 周年記念事業の実施 

・R7(2025)年度 橘樹官衙遺跡群 10 周年記念事業の実施 

10 全国都市緑化かわさきフェア ・全国都市緑化かわさきフェアの開催 

11 市民の多様な文化活動の支援 
・川崎・しんゆり芸術祭（アルテリッカしんゆり） 

・パラアートの推進 

12 

生田緑地に所在する特色ある施設 

岡本太郎美術館 
・国内外への情報発信強化 

・生田緑地における施設と連携した取組推進 
日本民家園 

藤子・Ｆ・不二雄ミュージアム 

青少年科学館 

13 歴史・文化財 
・日本民家園（古民家）でのプロジェクションマッピング投影 

・「国史跡橘樹官衙遺跡群整備基本計画」に基づく史跡公園のオープン 

 

３ スポーツ分野 

本市には、等々力陸上競技場、とどろきアリーナや、カルッツかわさき、各区スポーツセンター

といった市民に親しまれる多くの施設があり、かわさき国際多摩川マラソンや各種スポーツ大会等

が開催されるなど、市民同士の交流や豊かなコミュニティ形成が図られ、都市の魅力の向上にもつ

ながっています。 

川崎市内を本拠地としているスポーツチームや選手の活躍や地域

貢献活動、青少年育成活動などもシビックプライドの醸成に大いに貢

献しています。川崎フロンターレは、「地域に大きな貢献をしている」

クラブとして、10 年連続で第１位に輝いています（「J リーグスタジ

アム観戦者調査 2010 2019 年」より）。選手についても、かねてより行

政のポスターなどに登場いただいており、令和２（2020）年度には、2020

シーズンで現役生活に幕をおろした中村憲剛さんの新たな一歩に重ね、

あらゆる取組を「進化」させていく川崎市の可能性をブランドメッセー

ジポスターで表現し、大きな反響を呼びました。川崎ブレイブサンダー

スについても、着実にファン層を拡大し、Bリーグ2020-2021シ

ーズンで観客動員数リーグ内 1 位を記録しました。チームとし

ての活躍のほかにも、令和２（2020）年にはSDGsプロジェクト

「& ONE」を立ち上げ、バスケットボールを通じて、全ての人に

健康や働きがいの機会を提供し、川崎をより「住んで幸せな街」

にする取組も進められています。東京2020オリンピックでは、

バスケットボール女子日本代表に富士通レッドウェーブから３人の選手が選出され、日本バスケッ

トボール史上初の銀メダル獲得に貢献するなど活躍したほか、閉会式には日本国旗のベアラー（運

び手）として本市出身のブレイキン選手である河合来夢
ら む

さん（B-Girl RAM）が登場しました。こう
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したトップチーム・トップアスリートの活躍やプレーを間近に観る機会や、地域イベント、地域貢

献活動についても PR していくとともに、令和６（2024）年パリ五輪の追加種目に採用されたブレ

イキンの聖地として知られている「KAWASAKI」から、川崎市における若者文化を世界に発信する絶

好の機会としてプロモーションを推進していきます。 

また、生田浄水場用地において令和５（2023）年にオープンを予定している川崎フロンターレを

事業者としたスポーツ広場などでは、スポーツを通じて健康で明るくいきいきとした生活を送るこ

とができるまちづくりに貢献します。 

さらに、令和３（2021）年には、川崎フロンターレが４度目の J１リーグ制覇を果たしました。

市民のシビックプライドの醸成に好影響を及ぼすこうした明るいニュースを積極的に発信し、重点

的なプロモーション活動を行っていきます。 

分野   コンテンツ R４～７主な計画事業内容等 

３
ス
ポ
ー
ツ 

14 若者文化の発信 ・若者文化の発信によるまちづくりにむけた機運醸成等の取組 

15 ホームタウンスポーツ 

・生田浄水場用地有効活用施設（川崎フロンターレを事業者としたスポ

ーツ広場等）のオープン 

・スポーツを通じた本市の魅力・活力を高めるまちづくりの推進 

 

４ 自然分野 

本市には、多摩川、多摩丘陵などの自然をはじめ、都市公園や緑地、農地、河川など多様な生物

が息づく環境が残されています。 

特に多摩川は、首都圏における貴重な自然環境と多様な生命が共存する、川崎市に残された貴重

な自然空間で市民の憩いの場であり、川崎の産業・歴史・文化・自然を育んだ「母なる川」です。

また、細長い市域の多様な地域性をひとつに結び付けている存在でもあり、川崎のシンボルといえ

ます。 

令和２（2020）年には、多摩川サイクリングコースの愛称が「か 

わさき多摩川ふれあいロード」に決まりました。より市民に親しま 

れ、歩行者や自転車など様々な利用者が安心安全に利用できるコー 

スとして小向地区の延伸整備を進めていきます。こうした利用環境 

の向上に向けた取組やイベント等の実施など、多摩川の利活用による賑わいの創出も本市の魅力発

信のコンテンツとなります。 

多摩川に関して、市民団体、国や流域自治体、民間企業などと協働する取組について引き続き多

角的な情報発信を行い、シビックプライドの醸成につなげていきます。 

等々力緑地では、民間活力導入に向けた取組を推進しています。スポーツの拠点としての等々力

緑地の新たな魅力発信は、本市への愛着の向上のみならず、本市の対外的な認知度やイメージ向上

につながることから、積極的にプロモーションを行います。 

また、生田緑地は、都市に残る豊かな自然資源としても注目を集めており、植生管理ボランティ

アや古民家ボランティアなど、多くの市民が参画する拠点としての機能も有しており、シビックプ

ライドの醸成に貢献しています。 

令和３（2021）年には、麻生区の特別緑地保全地区である「王禅寺四ツ田緑地」が、「四ツ田わ
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んぱくの森」として一般開放されました。起伏に富む緑地の自然や地形を生かし、子どもたちが思

い思いの野外活動を体験し、のびのびと自然に親しむ場となっています。 

分野   コンテンツ R４～７主な計画事業内容等 

４
自
然 

16 多摩川 

・かわさき多摩川ふれあいロードの延伸整備 

・多摩川の利活用による賑わいの創出に向けた取組推進 

・市民、流域自治体との連携・協働による魅力向上に向けた取組 

17 富士見公園 
・富士見公園再編整備基本計画に基づき、民間活力の導入による公園

のさらなる魅力向上に向けた取組 

18 生田緑地 
・本市最大の緑の拠点である生田緑地を、自然環境を生かした総合公

園として整備 

19 等々力緑地 ・民間活力導入による賑わいの創出や魅力向上の取組 

 

５ 生活分野 

本市は、首都圏における近隣都市の拠点と連携しながら、それぞれの地域特性を生かし、魅 に

あふれ多くの が市内外から集まる広域的な拠点整備を推進しています。 

利便性・回遊性が高まった川崎駅周辺では、都市型水族館やホテル等の開業に続いてエンターテ

インメントホールの整備も予定されており、川崎の玄関口として多様な賑わいや交流が生み出され

ています。商業施設同士のコラボ広告やコラボ企画が行われ、ソーシャルメディアを中心に拡散さ

れて市民にも親しまれるなど、互いを尊重しながら地域愛を育む取組が、川崎らしさとなってシビ

ックプライドの醸成につながっています。 

交通・生活の利便性が高い武蔵小杉では、新たな大型商業施設の開業や公園・公共施設跡地の活

用により新たな賑わいや交流、洗練された憩いの場が生まれているほか、昔ながらの街並みも広が

っており、多様な景色を楽しめるエリアとなっています。緑豊かな等々力緑地への玄関口でもある

ほか、「こすぎの大学」のような、地域に愛着を持つ人々が集まり新たな価値を生む活動も行われ

ています。こうした取組は、溝口など他の地域でも盛んに行われており、住民が主体となって地域

を盛り上げる活動が、人と人とのつながりと共感の連鎖を呼んでいます。 

さらに本市では、「誰もが自分らしく暮らし、自己実現を目指せる地域づくり」を目指し、かわ

さきパラムーブメントを推進してきました。かわさきパラムーブメントでは、心のバリアフリーな

どのレガシーを掲げており、レガシーが形成された姿を示し、その実現に向け様々な取組を行って

きました。引き続き、レガシー形成に向けた取組を進めていくとともに、それぞれが自ら実践する

主体として取組が行われるよう、かわさきパラムーブメントの理念浸透を図り、市民や民間企業等

と連携しながら、新たな取組を推進していきます。 

また、住みたいまちであり続けるために、地域包括ケアシステムや防災、交通網の整備といった

身近な課題のほか、安全・安心の取組についても、関係部署と連携したプロモーションを推進して

いきます。 

分野   コンテンツ R４～７主な計画事業内容等 

５
生
活 

20 川崎駅周辺まちづくり 

・川崎駅西口大宮町地区におけるエンターテインメントホールの整備 

・川崎駅周辺の商業者が主体となって取り組むイベント支援及び川崎駅

周辺活性化事業を通じた魅力あるまちづくりの推進 

・市役所新本庁舎完成 

21 小杉駅周辺まちづくり 
・総合自治会館跡地等における農業施設、飲食施設、保育施設、広場な

どの整備 
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・武蔵小杉駅周辺地域の住民・事業者等によるコミュニティ活動の側面

支援 

22 
登戸・向ヶ丘遊園駅周辺まちづ

くり 
・登戸・向ヶ丘遊園駅周辺地区まちづくりビジョンに基づく取組の推進 

23 教育 

・地域ぐるみで子どもたちの学習や体験をサポートする地域の寺子屋事

業の推進 

・GIGA スクール構想の推進 

24 共生社会の実現 ・かわさきパラムーブメントの推進 

25 総合的なケアの推進 ・地域包括ケアシステム構築に向けた取組推進 

26 交通 

・京浜急行大師線連続立体交差事業 小島新田駅～東門前駅間の工事

完了 

・大師橋駅等 新駅舎完成 

・大師橋駅駅前交通広場の整備 

27 危機管理 ・市民の防災意識向上（コロナ禍での市民の適切な避難行動の推進） 

 

６ 市制100周年の取組 

令和６（2024）年７月１日に「市制100周年」という歴史的な節目を迎えます。本市のこれまでの

あゆみや歴史・文化を知り、これまで先人が積み重ねてきた功績や努力を讃える機会とするととも

に、次の100年に向けて「あたらしい川崎」を生み出していくための新たなスタートラインとして、

将来にわたって多くの市民が豊かに暮らせるためのまちづくり、人づくりへとつなげていく必要が

あります。 

多様な人々が自分らしくまじり合って暮らし、知恵と努力を掛け合わせることで発展してきた本

市の歴史を、大切なアイデンティティとして今後も育みながら、社会課題の解決に向けた行動につな

がる取組を市民・民間事業者・団体等とともに展開し、そうした取組を通して創出した新たな価値が、

将来のよりよい文化として引き継がれるよう取組を進めます。 
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第５章 評価手法・推進体制 

１ 成果指標等による評価 

シティプロモーション推進室では、市内外の人々の川崎に対するイメージ及びシビックプライ

ド（愛着や誇り）等が、現状においてどのような態様を示しているのか毎年度「都市イメージ調査」

を実施するとともに、各局・区等に情報提供しています。 

令和２（2020）年度調査からは、都市イメージやシビック 

プライドに影響を及ぼす「治安に関するイメージ」を掘り下 

げる質問項目を設け、治安に関するイメージの改善に向けた 

検討を進めています。令和３（2021）年度は、市政だより（９月号） 

で「川崎市は治安が悪いって本当？」特集を組むなど、市民 

とも課題の共有をしました。第３次推進実施計画期間は、関 

係局区事業において、治安が悪いイメージの要因となっている 

事項の改善対策を行うとともに、市民創発の取組についても積極的に把握・発信し、行政と市民が

共に自分たちのまちの課題に向き合う姿を、市内外に向けてPRしていきます。 

こうした取組の継続と、調査結果の全庁的な共有により、シビックプライドの醸成と都市イメー

ジの向上を目指していきます。 

(1) 定量的な評価 

本戦略プランの目標である「市民の『川崎への愛着・誇り（シビックプライド）』の醸成」、「川

崎の対外的な認知度やイメージの向上」の２つの達成に向け、以下の成果指標により、取組の

有効性を検証します。 

① 「シビックプライド指標」 

自分の住む市区町村に対し、６つの質問項目についての評価を１点（全くあてはまらな

い）～10点（非常にあてはまる）の幅で尋ね、「愛着」、「誇り」のそれぞれ３つの質問項目

の平均値をそれぞれの要素の得点とします。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 愛着 誇り 

川崎市民 5.4 4.8 5.4 4.7 5.4 4.7 5.5 4.9 7.0 6.0 

② 「NPS（ネットプロモータースコア）」 

自分の住む市区町村に対する「居住」、「来訪」について、推奨意向を１（全く薦めたくない）

～10（非常に薦めたい）の10段階で測定し、それを「推奨者」（８～10点を付けた人）、「中立

者」（５～７点を付けた人）、「批判者」（１～４点を付けた人）に区分して、「推奨者の割合－

批判者の割合」のスコアを計算することにより算出します。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 居住 来訪 

川崎市 -5.1 -5.4 -5.0 -2.1 -0.4 -0.7 1.8 3.8 20.0 7.0 

区集計 -0.1 -10.0 -0.1 -8.5 3.7 -8.9 1.5 -6.4 - - 
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③ 「隣接都市の川崎に対する評価」 

隣接都市在住者の「川崎市のイメージ」についての質問項目に対して、１点（非常に悪い） 

～10点（非常によい）で答えてもらい、１～５点を「悪い」、６～10点を「よい」としていま

す。そして、隣接都市在住者の「よい」の割合を「隣接都市在住者による川崎市に対する評価」

として用います。 

 平成30年度 令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和７年度目標 

隣接都市在住者 41.5％ 35.5％ 36.0％ 39.8％ 50％以上 

(2) 定性的な評価 

数値化された成果指標は、達成度（プランの実施状況）を明確にすることで取組結果を有効に

検証できるというメリットがあります。一方で、調査時の社会状況・事件等が数値に影響を及ぼ

す可能性があり、また、「何によってその結果となったか」というプロセスを評価・分析しにくく、

他の取組への反映が難しいという側面もあります。 
そのため、取組の評価にあたっては「目標値を達成したか」ということだけではなく、「どの

ような実感を持っているのか」ということを定性的に把握することで、目標達成への具体策の検

討の材料とすることとします。定性的な評価の手法としては、事業者・市民へのヒヤリングのほ

か、都市イメージ調査の自由記載欄の分析などを実施していきます。 
 

２ 今後の推進体制  

前述の成果指標の目標値を達成するために、戦略プランで示した５分野(産業･研究開発、文化芸

術、スポーツ、自然、生活)及び市制100周年に特に関わりのある部署と連携を図っていきます。 

併せて、広報広聴主管会議を必要に応じて開催し、シティプロモーションに関する取組の状況や

課題、研修に関する情報などを適宜全庁的に共有・議論しながら推進していきます。また、有識者

へのヒヤリングなどを通して、時流に沿った推進体制の見直しを図っていきます。 

 

  

  

32



29 
 

 
 
 
 

33



     
                                

                            
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
                                 

                                    
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

川崎市シティプロモーション戦略プランの概要 

  

川崎市を取り巻く社会経済環境 

●人、もの、情報等の移動・交流の活発化や都市間競争の激化、情報技術の飛躍的な発展など社会状況が変化しています。 

●本市は、産業・先端技術に加え、生活利便性や文化芸術・スポーツなど多彩な魅力とともに発展し変化を遂げています。 

●転入超過傾向が続くほか、隣接地域からのイメージや市民の定住意向も上昇傾向にあります。 

前戦略プラン（H17.3 策定「川崎市シティセールス戦略プラン」）の検証と課題 

●前戦略プランの目標と成果 

目標１：対外的な認知度やイメージの向上（数値目標：川崎のイメージが良いと思う隣接地域の人の割合 50％以上⇒達成） 

目標２：市民による川崎の魅力の再発見、市民としての誇りや一体感の醸成（定住意向の割合増加など） 

目標３：川崎らしさを活かした川崎ならではの魅力や活力の創出（「音楽のまち」や「工場夜景」など） 

●前戦略プランにおける課題 

明確な成果指標の設定や、評価と反映がうまく循環できるような仕組み、より効果的な魅力発信の手法等につ

いて検討する必要があります。 

策定のねらい（シティセールスからシティプロモーションへ） 

前戦略プランの成果として得た対外的認知度やイメージ向上への取組は継続しつつ、さらに一歩前進させ、「市

民が愛着･誇りを持って住み、働き、学び、『川崎市民』としてのアイデンティティ（地域への帰属意識）を形成

する」という視点や都市ブランドを強化し、より戦略的にシティプロモーションを推進します。 

Ⅰ章 川崎市シティプロモーション戦略プラン策定の背景  
 

Ⅴ章 本戦略プラン運用のための仕組み 

基本方針 

●特色のあるまち、市民等（市民・企業・団体等）による多種多様な取組など、多面性のある特徴を活かします。 

●市民が“自分たちのまちはどのようなまちか”と“川崎はどのようなまちか”を認識・語れるようにします。 

●行政と市民等の相互連携によって、魅力情報を市内外に発信します。 

目 標 

●目標１：市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」の醸成                   

 川崎の魅力や地域資源を更に多くの市民に知ってもらい、川崎の魅 

力の浸透を促進し、市民の「川崎への愛着・誇り」を醸成します。 

●目標２：川崎の対外的な認知度やイメージの向上 

 魅力の情報発信、市民による市外への推奨などにより、川崎の対外的な 

認知度・イメージを向上させ、市外における川崎ファンを獲得します。 

本戦略プランの枠組み 

計画期間を概ね 10年間とし、2年ないし 4 年を計画期間とする（仮称）「シティプロモーション推進実施計画」

を策定（第 1 次計画は平成 27年度策定）するとともに、新たな総合計画や他の分野別計画と整合性を図ります。 

Ⅱ章 本戦略プランの考え方  
 

Ⅲ章 発信する魅力分野  

Ⅳ章 コミュニケーション戦略 

コミュニケーション戦略の展開 

●「知る」・「関心を持つ」・「調べる」・「行く」・「体験や関係づくり」など、段階に応じた情報発信を行います。 
●「知ってもらう情報」⇒「興味をもってもらう情報」⇒「実際に行ってもらう情報」など、連続した情報発信を行います。 
●情報の利用者層・掲載できる内容・発信回数など、受け手や発信手段の特性を踏まえた適切な情報発信を行います。 

ブランドメッセージの設定（H27）・活用（H28 以降） 

●統一感のある情報発信 

川崎には、「音楽のまち」、「スポーツのまち」などの取組や、個々に特色ある地域があります。そこで、それ

ぞれの取組や地域の特色を活かしながら、川崎の伝えたいことを明確化するため、ブランドメッセージを用い

た統一感のある情報発信を行います。 
 
 
  

●設定・活用のポイント 

  ・ブランドメッセージ作成の際には、市民の参加を得ることで「自分が参加して作られた」という当事者意識

を醸成します。これにより、設定後の市民・事業者等による活用へつなげていきます。 

・様々な市の取組や情報の発信時に常にブランドメッセージを関連付け、川崎のイメージを市内外に定着させ

ます。 

「ブランドメッセージ」・・・企業や自治体などの魅力や考え方を反映した言葉。多彩な魅力を一言で表現し、「将来的にどう

ありたいか」という方向性も含んだ言葉であり、共感を生むためのもの。 

特徴的な分野 

川崎の多彩な魅力を特徴的な分野に分類（「産業・研究開発」、 

「文化芸術」、「スポーツ」、「自然」、「生活」）した上で発信し 

ていきます。 

 また、各分野を連携させ、新たな価値が生まれるよう、分野 

間の連携を行います。          

成果指標 

達成度が明確に把握できる定量的評価と実感度を把握する定性的評価を導入し、取組へ反映させます。 
●定量的評価 
目標１（市民の「川崎への愛着・誇り（シビックプライド）」の醸成）の指標 

 ・市民の愛着と誇りの醸成度を測る指標として「シビックプライド指標」を用います。 

川崎市に「愛着を持っているか」、「住み続けたいか」など、複数の設問に回答を求め、結果を集計し数

値を算出 

・市民の市外への推奨度を測る指標として「ネットプロモータースコア」を用います。 

  川崎市への「居住」、「来訪」を友人・知人に薦めるかについて回答を求め、その結果を集計し得点化 

  目標２（川崎の対外的な認知度やイメージの向上）の指標 

   ・隣接都市在住者における川崎のイメージを良いと思う人の割合を用います。 

●定性的評価 

「目標値を達成したか」ということだけではなく、「どのような実感をもっているか」を市民等との会議体議

論、インタビュー調査、アンケート調査における自由回答欄の記載などにより把握します。 

推進体制 

●ＰＤＣＡサイクルの仕組み 

2 年ないし 4 年を計画期間とする実施計画を策定（Plan）・実行（Do）し、第 1 期から第 2 期へと移行する際

に確認・評価(Check)を行い、社会状況の変化など最新の状況を加味し、課題を次期計画へ反映(Action)します。 

●行政と市民・事業者等の関係 

  シティプロモーションの目標を達成するためには、行政が単独で取組を行うだけではなく、市民・事業者等

と連携・協働して推進していくことが不可欠です。現時点においても市民・事業者等によるシティプロモーシ

ョンに寄与する取組・活動は数多く行われています。行政はそのような取組・活動と連携、又は支援し、より

多くの市民・事業者等がシティプロモーションに取り組めるようにします。 

 
  

①市内の魅力ある資源の発掘や 

魅力発信の強化 

 

 

 

 

 

  

②市民のシビックプライド 

醸成 

③地域社会への 

参画の高まり 

④川崎の魅力の 

更なる向上 

⑤市民による 

市外への推奨 

⑥市外での認知度や 

イメージの向上 

  

 

  ◇目標１及び２による好循環（ポジティブスパイラル）  

◆産業・研究開発 

先端技術・研究開発拠
点、環境技術・再生可能
エネルギーなど 

◆自然 

大都市に残る豊か 
な自然、里山風景 
など 

◆文化芸術 

音楽のまちづくりの 
推進や映像のまちづ 
くりの推進など 

◆生活 

魅力ある都市機能、子育
て・教育環境の充実など 

◆スポーツ 
プロスポーツチームとの
連携・協働、ホームタウ
ンスポーツの推進など 

 

資料３ 

34



川崎市市制100周年記念事業の取組状況について

・本市は、大正13（1924）年に市制を施⾏し、令和6（2024）年7⽉1⽇に市制100周年を迎えます。
・「基本的な考え⽅」は、市制100周年という歴史的な節⽬に向けて、市全体を盛り上げるため、そして
市制100周年記念事業を一過性のイベントとしないため、さらには「あたらしい川崎」を⽣み出していく
さまざまな施策を展開していくにあたっての基本的な考え⽅をまとめたものです。
・今後、本年度末に策定する「基本的な考え⽅」を踏まえ、⾏政だけでなくさまざまな主体の垣根を越え
てを掛け合わせ、オール川崎市で施策を推進していくため、令和４（2022）年度中に市⺠、企業、団体、
市等で構成する実⾏委員会を組織して、具体的な事業内容等を定める実施計画を策定し、多彩な記念事業
を展開していきます。

１ 目的と位置づけ

・本市は、多様なバックグラウンドや価値観、能⼒を持つ⼈たちが、共に暮らし、働き、そして互いに
認め合い、支え合い、⾼め合うことで発展してきました。
・市制100周年という歴史的な節⽬に、先⼈の努⼒や功績に感謝し、時代とともに変貌してきた本市のこ
れまでのあゆみや歴史・⽂化を知り、本市の発展を支えてきた「多様性」の価値を改めて共有し、市⺠
に「愛着」と「誇り」を持っていただく機会とします。
・さらに、将来にわたって、誰もが暮らしやすい笑顔あふれる「最幸のまち」へとつなげていくため、
この契機を未来に向けた活⼒ある「あたらしい川崎」を生み出していく新たなスタートラインとします。

「多様性」を可能性にして発展してきた本市の歴史を振り
返り、平成28（2016）年策定の本市ブランドメッセージに
込められた「多様性を認め合い、つながり合うことで、新し
い魅⼒や価値を生み出すことができるまちを目指していく」
という意味を、市⺠と改めて共有します。

２ 基本理念

３ 基本方針

４ 実施期間

準備期間においても、連携可能な市や⺠間の周年事業等と連携するなど、市制100周年に向けて
市全体の機運を⾼めるためのＰＲ事業等を実施します。

記念事業期間 令和6（2024）年4⽉1⽇ 令和7（2025）年3⽉31⽇

５ 実施体制

・市⺠、企業、団体等とともに、オール川崎市の体制で取り組んでいくため、庁内の推進組織と
して「川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア推進本部」を設置するととも
に、令和４（2022）年度中に市⺠、企業、団体等も参画する「実⾏委員会」を組織し、連携・協
⼒しながら記念事業を推進します。
・実施体制の構築にあたっては、既存の枠組みにとらわれない柔軟な体制づくりや、これからの
100年を担う若年層等の参加促進や意⾒反映の仕組みづくりを進めます。

６ 事業構成

７ スケジュール

（１）市主催事業
記念式典ほか市が主催する事業
（２）実⾏委員会主催事業
実⾏委員会が主催する記念事業の中心となる事業
（３）連携事業
記念事業の趣旨に賛同した企業、団体等が主催す
る事業と連携した事業

本市が誇る魅⼒や価値などを、市制100周年を契機にさらに発展させるため、さまざまな分野におい
て 、市⺠、企業、団体等と協働・共創して多様なアクションを進めて全市的なムーブメント（⾏動）を
起こし、将来のよりよい文化にしていきます。

特に「みどり」分野については、これまでの歴史や強み等を振り返りながら市⺠の皆さんと一緒に考
えて⾏動し、新たな⽂化を醸成するきっかけとして、令和６(2024)年に「全国都市緑化かわさきフェ
ア」を開催し、“川崎らしいみどり”を発信します。

記念事業を本市が誇る魅⼒や価値などを再認識する機会とし、まちの魅⼒を市内外に広く発信することで、
シビックプライドの醸成や都市イメージの向上を図ります。

（１）本市ブランドメッセージへの共感を喚起する。

（２）新たな100年に向けて、文化として根付くムーブメントを起こす。

（３）シビックプライドの醸成の最⼤のチャンスと捉え、戦略的なプロモーションを推進する。

●これまでの経緯
令和３年10⽉ 総務企画局シティプロモーション推進室に記念事業準備担当を新設
令和３年10⽉ 市制100周年記念事業に向けた検討や庁内調整等
令和４年１⽉ 庁内体制として川崎市市制100周年記念事業・全国都市緑化かわさきフェア推進本部を設置
令和４年１⽉ 「川崎市市制100周年記念事業の基本的な考え⽅」策定に向けた庁内調整等

●今後の検討スケジュール
令和４年３⽉下旬 「川崎市市制100周年記念事業の基本的な考え⽅」を策定・公表

「川崎市市制100周年記念事業の基本的な考え⽅」について、次のとおり検討を進めています。

参考資料

年度

月 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3

日程

2022（令和4） 2023（令和5） 2024（令和6）

●
実行委員会組織 ●

実施計画策定

● 7/1
１年前

準備期間 記念事業期間

● 7/1
100周年
記念式典 緑化フェア 緑化フェア

市⺠

庁内体制

企業 団体

市

連携

オール川崎市で進めていくための組織体

実⾏委員会

相互に連携

市⺠、企業、団体、市等、さまざまな主体から構成
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